
安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

令和８年３月２７日 

 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

 

安城市条例第４号 

 

安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例 

 

安城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３７年条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２０４条」を「第２０４条第３項」に改める。 

 第３条中「別表第１」を「別表」に改める。 

 第７条第２項を削る。 

 第８条を次のように改める。 

 （旅費の額） 

第８条 旅費の額は、次条から第１２条までに規定するもののほか、一般職の職員

で部長の職務にあるものの例による。 

 第１１条を第１５条とし、第１０条を第１４条とし、第９条を第１３条とし、第

８条の次に次の４条を加える。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃の額は、次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とす

るものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）急行料金 

（３）寝台料金 



（４）座席指定料金 

（５）特別車両料金 

（６）前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移

動するときは最上級の運賃の額とする。 

 （船賃） 

第１０条 船賃の額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要と認

めるものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）寝台料金 

（３）座席指定料金 

（４）特別船室料金 

（５）前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移

動するときは最上級の運賃の額とする。 

 （航空賃） 

第１１条 航空賃の額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第

１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とする

ものに限る。）の額の合計額とする。 

（１）運賃 

（２）座席指定料金 

（３）前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動するときは最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、運

賃の等級が区分された航空機により移動するときは最上級（等級が３以上に区分

された航空機により移動するときは最上級の直近下位の級）の運賃の額とする。 

（宿泊費） 

第１２条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４

５号）別表第２に指定職職員等に適用するものとして掲げる額とする。ただし、

安城市職員の旅費に関する条例（令和８年安城市条例第  号）第１２条ただし

書に規定する場合に該当する場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 



別表第１市長の項中「１，０４４，０００円」を「１，０８４，０００円」に改

め、同表副市長の項中「８５５，０００円」を「８８８，０００円」に改め、同表

教育長の項中「７５１，０００円」を「７８０，０００円」に改め、同表を別表と

する。 

 別表第２を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


